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等々力緑地におけるパークマネジメント導入に向けた取組について

等々力緑地については、目指すべき公園像として｢等々力緑地再編整備基

本構想(平成２２年２月）｣において、３つの基本的な考え方をとりまとめている。

(1) みどり豊かなやすらぎと安全・安心の場となる公園

(2) 川崎から発信するスポーツ･健康づくりの拠点としての公園

(3) 多様な交流を生み出す場となる公園

緑地内は等々力陸上競技場、とどろきアリーナ、市民ミュージアム等の多様な施設

がある中、各施設における管理主体や管理形態は様々で、公園全体で統一したコン

セプトによる管理及び魅力の発信が困難な状況となっている。

(1) 各施設間の連携により、公園の魅力向上や利用者の利便性の向上を図る

ための仕組みづくりが必要

(2) スポーツ団体等の多様な活動団体が連携できる仕組みづくりが必要

等々力緑地の目指すべき公園像の実現に向けて、総合的な公園の魅力づくり、

利便性の向上、管理運営の効率化を目的としたパークマネジメントの取組みとして、

｢一体的･横断的な運営・維持管理手法の仕組み｣、｢多様な活動主体が連携できる

仕組み｣について検討し、民間活力手法として指定管理者制度を平成３０年度から

導入をすることを基本に検討を進めてきた。

１．等々力緑地の目指すべき公園像に向けて

３．パークマネジメント導入に向けた進め方

◎平成２８年５月、国土交通省において｢新たな時代の都市マネジメントに対応した

都市公園等のあり方検討会｣の最終報告書が取りまとめられた。

〔今後の緑等の政策が重視すべき観点〕

・ ストック効果を高める

・ 民との連携を加速する

・ 都市公園を一層柔軟に使いこなす

◎ 平成２９年２月１０日｢都市緑地法等の一部を改正する法律案｣が閣議決定

⇒ 都市公園法の一部改正(予定）

【法案の概要】

○ 民間事業者による公共還元型の収益施設（カフェ、レストラン等）の設置・管理

制度の創設

・ 収益施設を設置し管理する民間事業者を公募により選定

・ 設置管理の許可期間の延伸（１０年 ⇒ ２０年）

・ 民間事業者が収益施設と併せて広場整備等を実施

○ 公園内のPFI事業に係る設置管理の許可期間の延伸（１０年 ⇒ ３０年） など

● 新たなパークマネジメントの取組

２．等々力緑地の現状と課題

公園の維持管理・運営管理などの従来の枠を越え、効率的･効果的な管理運営の視点

から、公園のサービス、価値の向上などを目指して、総合的な視点に立って公園を運営し

ていくこと。

パークマネジメントとは

都市公園において一層の官民連携が期待できる制度が平成２９年度中に創出されるこ

とから、平成３０年度に予定していたパークマネジメント導入を延期し、等々力緑地の目

指すべき公園像の実現に向け、今年度から更なる民間活力の効果が発揮できる仕組み

について検討し、その後、新たなパークマネジメントの導入に向け調整、手続きを進める。
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まちづくり委員会への報告(平成２７年２月 要旨）

等々力緑地における今後の取組

施設名称 管理運営状況

 緑地全体  直営管理（一部施設は管理委託）

 等々力陸上競技場  直営管理（一部施設は管理委託）

 野球場、サッカー場、テニスコート  直営管理（一部施設は管理委託）

 とどろきアリーナ  指定管理者（平成２８～２９年度)

 市民ミュージアム  指定管理者(平成２９～３３年度）

 等々力いこいの家  指定管理者（平成２６～２９年度)

 駐車場（東、南、市民ミュージアム前）  管理許可



等々力緑地に関する方針等

等々力緑地再編整備方針 （平成２１年５月）【抜粋】 等々力緑地再編整備基本構想 （平成２２年２月）【抜粋】

等々力緑地施設配置図 緑地内の主な施設
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新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方
検討会 （平成２８年５月 最終報告書）【抜粋】

都市公園法改正の背景・概要及び他都市事例

他都市の民間活用事例

東京都 駒沢オリンピック公園（カフェ）

静岡県藤枝市 藤枝蓮華寺池公園（カフェ）

大阪市 長居公園(コンビ二）

※都市緑地法等の一部を改正する法律案資料抜粋

国の動向及び他都市事例
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